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Ⅰ はじめに 

 
建設産業は国民生活の基盤である住宅・社会資本整備を担う産業であり、建設投資

が縮小しているとはいえ、住宅、社会資本の維持・更新を含む整備が不可欠であるこ

とから、将来においても重要な産業であることに変わりはなく、建設現場の生産活動

において中核的な役割を担う優秀な建設技能者の確保・育成は、今後とも重要な課題

です。 

しかしながら、建設業を取り巻く環境が厳しい中、若年者の入職率が低いこと等に

より他産業に比べ中高年齢層の占める割合が高くなっており、若年労働力の減少と相

まって将来的には労働力が不足することも懸念されます。また、教育訓練施設の運営

が厳しくなっており、休廃校の進行、訓練科目数の減少等の状況が見られます。 

こうした状況を放置すれば、優秀な建設技能者の確保が困難となり、不良施工によ

り多くの人命に関わる深刻な事態に陥ることも危惧されます。 

そこで、優秀な人材確保・育成に向け、十分な教育訓練が継続的に行われるために

は、教育訓練施設の経営効率や訓練効率の向上が必要であり、そのための方策として、

建設業界や教育訓練施設等の一層の連携が重要であると考えられます。 

また、建設業や建設業に働く方々に対する理解の促進を図ることも必要であり、現

場見学会やインターンシップの実施に当たっては、建設業界だけでなく、教育委員会

や専門学校等の先生方をはじめとする教育関係者との連携が重要です。 

こうした認識のもと、建設産業人材確保・育成推進協議会では、教育訓練や現場見

学会・インターンシップに関する取組の一層の推進を図るため、平成１５年度から１

６年度にかけて、地方ブロック会議等の場を活用して、教育訓練施設や教育委員会等

の関係者など幅広い各方面の方々も交え意見交換を行ったところです。 

この冊子は、意見交換において紹介された事例を中心に、現在の状況等について追

加でご報告していただいたものをとりまとめたものです。今後、広く周知することに

より、建設投資が縮小し建設産業を取り巻く環境が大変厳しい中においても、建設産

業を支える優秀な人材を確保・育成していくために必要な教育訓練や現場見学会・イ

ンターンシップに係る取組を行う際の一助となれば幸いです。 

改めて、意見交換にご参加いただいた教育訓練施設や教育委員会、建設業関係の方々、

また、この冊子の作成にご協力いただいた方々に対しまして御礼申し上げるとともに、

今後とも、建設産業人材確保・育成推進協議会の活動に御理解と御協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 

建設産業人材確保・育成推進協議会事務局 
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Ⅱ 実施に当たっての問題点 

 

教育訓練や現場見学会・インターンシップの実施に当たっての問題点について、

今回収集した事例で具体的に整理してみると、以下のとおりです。こうした問題点

の解決のためには、関係する主体の連携を一層進めることが一つの有効な対策と考

えられます。 
 

 
 教育訓練施設の厳しい運営状況 

・教育訓練に係る費用負担が大きいため助成を要望。 

・設備の充実を図りたいとする一方で非常に厳しい経営状態。休廃校が進行。 

・ インターシップに係る経費の捻出が困難。今後の継続は不透明。 

 

 

 

 就職を希望する生徒の減少と就職先の減少 

・ 就職を希望する生徒が少なくなっている。また、就職を希望しても専攻学

科の就職先が少ない。 

・ 進学率が高く、技能職を目指す生徒が少ないため、訓練生確保が厳しい。 

 

 

 

 現場見学会・インターンシップの実施に係る懸念 

・ 協力企業や実習現場の確保。 

・ 工事の遅れに伴う損害賠償の懸念、特定企業に依頼が集中すれば現場作業

への支障が懸念。 

・受入企業にとっては、安全の確保、事故防止や健康管理が大きな課題。 

・ 実習参加希望者の増加等によって事業費負担の増加。 
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Ⅲ 取組事例のまとめ 

 
１ 連携のパターン 

 

教育訓練や現場見学会・インターンシップの実施に当たっての連携のパターンとし

ては、教育訓練機関を中心に、建設業関係団体、事業主、訓練生、学校、行政機関

の間で様々な組み合わせが見られます。建設業以外の産業に関する教育訓練機関を

含めた連携もあります。今回収集した事例をみると、連携する主体の組み合わせに

ついて、概ね以下のように分類できます。 
 
①訓練を実施する側と受ける側（建設業関係団体・企業・訓練生）の連携 

【事例】 

建設業関係団体、訓練を受ける事業主・訓練生との意見交換等による連携 

職業訓練校に対する建材メーカーからの材料等の提供による連携 

 

 

②教育訓練施設同士での連携 

【事例】 

他産業の職業訓練校を含む協議会における意見交換等による連携 

指導員確保に向けた連携 

 

 

③学校等との連携 

【事例】 

工業高校の教諭等との意見交換等による連携 

建設業関係団体による県立工科短期大学の運営への参画による連携 

校外学習における工業高校と専門学校の連携 

 

 

④行政との連携 

【事例】 

関係行政団体との情報交換等による連携 
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２ 複数の主体が連携して取り組むことによるメリット 

 

複数の主体が連携して取り組むことによるメリットについて、総論的にいえば、

複数の関係主体が連携することにより、まず、現状認識や今後の課題等について共

通認識が生じ、これに基づき、個別の主体が有する知識、情報、ノウハウ、資金、

人材といった資源を効果的に組み合わせることが可能となり、その結果、教育訓練

や現場見学会・インターンシップの効果的・効率的な実施が可能となると考えられ

ます。 
さらに、今回収集した事例で、１で掲げた連携のパターンと連携によるメリット

の関係を見てみると、概ね以下のように整理できます。 
 
 

ポイント１：訓練を実施する側と受ける側の連携 

教育訓練施設が企業側の現場ニーズを把握するための機会をもたらし、その結果

として、ニーズに即した訓練内容の実現につながる（事例グループ１参照）。 
 
ポイント２：教育訓練施設同士での連携 

施設間の意見交換等の機会、さらには指導員や資機材等の融通をもたらし、その

結果として、訓練方法、内容等の改善、多様な訓練コースの確保、コスト削減に

よる効率化につながる（事例グループ２参照）。 
 
ポイント３：学校等との連携 

学校の先生など教育関係者への建設業に関する理解の促進をもたらし、建設企業

の現場ニーズに即した教育内容の実現につながる。また、現場見学会・インター

ンシップの実施に当たっては、実施機会の確保や安全対策等の実施の円滑化をも

たらし、現場見学会等の効果的、効率的な実施につながる（事例グループ３参照）。 
 
ポイント４：行政との連携 

行政を中心とした幅広い主体・施策との連携により、より総合的な取組が可能と

なる（事例グループ４参照）。 
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Ⅳ 取組事例 

 
事例グループ１：訓練を実施する側と受ける側の連携の例 
 
（訓練生、企業、富士教育訓練センターを交えた意見交換） 

○秋田県建設業協会では、現場の即戦力に向けた若年労働者の早期育成のため、技術・

技能の習得と社会人としての人間形成を目的に行う教育訓練の後、訓練生、訓練を受

講させる企業、富士教育訓練センターを交え座談会を実施し、意見交換。教育訓練の

効果等を検証している（１－２）。 

（県立工科短期大学の運営への参画） 

○大分県建設業協会では、大分県立工科短期大学の運営委員会に参画し、建設業界の実

態を踏まえ、助言・提言を行った。その結果、大分県立工科短期大学では、産業社会

の即戦力となる人材の育成が可能となり、高い就職率を実現（１－５）。 

（雇用能力開発機構と建設業協会との連携） 

○独立行政法人雇用・能力開発機構三重センターでは、産業・業種団体における能力開

発に関する課題等の把握・整理分析を行うとともに、具体的な能力開発コースを提案

に実施するため、三重県建設業協会の協力のもと建設業における人材育成の課題、対

応策について検討。事業所に対する能力開発のニーズ調査も実施。その結果、ＩＴ関

連の能力開発が強く望まれていることが判明し、三重県建設技術センター等の協力を

得て訓練コースを実施（１－８）。 

（職業訓練校における企業、訓練生を交えた意見交換） 

○奈良県建築高等職業訓練校では、職業訓練の内容を有意義なものとするため、職業訓

練前に、訓練校の指導員、事業所、生徒を交え、カリキュラムの作成等職業訓練内容

について意見交換。２年間の訓練で途中脱落者の減少につなげている（１－９）。 

（建材メーカーによる訓練用材料の提供等） 

○大阪府板金高等職業訓練校では、建材メーカーの協力により、訓練に使用する材料の

提供を受けている。実技訓練の際にはメーカー担当者による材料の説明を受け、施工

実習を実施。訓練生は、今まで取り扱ったことのない材料に触れ、その情報を得るこ

とができ、また、実践に即した施工実習が可能となったことで、興味深く訓練に取り

組んでいる（１－１０）。 

（高等技術校の地区運営協議会における意見交換等） 

○島根県では、高等技術校が産業界に必要な人材を育成するために、訓練内容等につい

て意見交換や情報提供をし、より地域や産業界のニーズを的確に反映した訓練内容等

を検討することを目的として、各高等技術校に地区運営協議会を設置。その結果、訓

練生に係る接遇をカリキュラムに取り入れる等訓練内容に反映させている。社会で求
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められる資質に対応した訓練が実施でき、訓練生の就職に貢献（１－１２）。 

（高等技術専門校に対する建設業協会等からの助成） 

○鹿児島高等技術専門校では、鹿児島県建設業協会や鹿児島県建築協会から後継者育成

に対する助成（教材費や訓練生の研修費）を受けている（１－１５）。 
 
 

事例グループ２：教育訓練施設同士での連携の例 

 

（校外学習にあたって工業高校と専門学校の連携・最新器具等の見学等） 

○富山県立二上工業高等学校では、校外学習の中で実技体験として上級学校に当たる北

陸工業専門学校の見学を行っており、高校には配置されていない器具や機材（最新の

測量機器等）を見学・体験させている。この結果、進路意識の高揚や専門分野の理解

の促進につながっている（１－７）。 

（訓練コースの実施にあたっての雇用・能力開発機構と県建設技術センター等の連携） 

○独立行政法人雇用・能力開発機構三重センターでは、ＩＴ関連の能力開発（建設 CALS
／EC）について、三重県建設技術センター等の協力を得て訓練コースを実施（１－８）。 

（他産業の職業訓練校との意見交換等） 

○職業訓練法人広島建設アカデミーでは、他産業の職業訓練校で組織されている広島県

認定職業能力開発校協議会に加入し、各訓練校と訓練校の運営方法、訓練生の生活を

含めた指導方法、教育訓練内容についての意見交換や見学会を実施し、訓練方法や指

導方法の改善に役立てている。また、訓練生においても他校の生徒と交流会が開かれ

ている（１－１１）。 

（指導員確保に向けた職業訓練法人と県内の公立技術専門校の連携） 

○大分県建設技術学院では、指導員不足を解消し、必要な指導員を確保するため、県内

の公立技術専門校の指導員と連携（１－１４）。 
 
 

事例グループ３：学校等との連携の例 

 
（工業高校教職員を対象にした現場見学会等の実施） 

○愛知県建設業協会では、建設系工業高校との意見交換会や建設系工業高校教職員建設

現場見学会を開催し、教育機関との関係の緊密化を図り、教育現場の現状に即した実

効的な施策につなげている（１―３）。 
○徳島県建設業協会では、工業高校教諭との意見交換会を実施し、建設業界と教育関係

の相互理解を促進。その結果、「業界が求める学生」の理解が進むとともに、技術革新
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やＩＴ化の進展を受けた新しい教育プログラムの構築につなげている（１－４）。 
○奈良県建設業協会では、生徒の進路指導を行う先生方に建設産業の仕事を理解してい

ただくため、先生方を対象に建設現場見学会を実施。熊本県建設業協会でも同様の取

組（２－４、２－１０）。 

（学校と連携した現場実習先の開拓） 

○兵庫県建設業協会では、現場実習である「建設サマーセミナー」の実施に当たり、学

校と連携し実習先を開拓（２－６）。 

（建設業協会による実習現場確保の協力、安全対策の助言等） 

○島根県建設業協会では、県教育庁が実施するインターンシップ事業の実習現場の確保

について援助を実施。協会では受入可能企業のリストアップや安全対策等必要な助言

を実施。この結果、企業と学校の交渉が円滑に進み、また、専門工事業団体への取り

次ぎを行うなど選択肢を多くすることに寄与（２－８）。 

 
 
事例グループ４：行政との連携の例 

 
（国の出先機関、県等との連携によるインターシップの実施） 

○奈良県建設業協会では、奈良県高等学校進路指導研究協議会と連携し、奈良国道事務

所、奈良県、奈良県教育委員会の後援のもと、高校生によるインターンシップ「わく

ワーク体験奈良」の現場実習を実施（２－５）。 

（県、教育機関、関係団体、受入企業による意見交換） 

○兵庫県建設業協会では、インターンシップの総合的な推進を図ることを目的に、イン

ターンシップに関係する県行政、教育機関、関係団体、受入企業による意見交換を実

施。各主体において直面している課題・問題点が整理され、継続的な実施に向け、連

携。協力する体制の整備が図られた（２－７）。 

（県が設置した協議会での連携） 

○佐賀県建設業協会では、佐賀県が設置した佐賀県インターンシップ推進協議会（構成

機関：経営者協会、中小企業団体中央会、商工会議所連合会、商工会連合会、県内大

学等教育機関、佐賀労働局、県教育庁等）にオブザーバーとして参画。推進協議会に

おいては、インターンシップの普及啓発、受入事業所開拓のためのアンケート調査や

リスト作成、学生等の損害賠償保険料負担への助成等を実施。県が主体的にインター

ンシップを推進することにより、実施範囲が幅広くなった（２－９）。 
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○ 取組の背景 

当協会では、全国に先駆け平成４年から建設若年者確保･育成のため、高校生等を対

象とした年間を通じた現場実習を実施しているが、当該事業は特定学校の自校生徒のみ

を対象とした短期的な実習であること、また、学生･生徒においての実習等の就業体験

の意欲が急速に高まったことから、平成１０年より参加実習生の校種等を問わないオー

プン参加可能な連続した７日間を実習期間とする｢建設サマーセミナー｣を学校･企業よ

りの要望によって協会が主催し実施することとして以来、毎年度実施し今日に至ってい

る。 

〇 取組の概要 

当協会が主催し、２１世紀を担うべき若い人材の確保･育成のため現場体験を通じて

の建築知識の吸収とともに、交流によるコミュニケーション能力を育てることを目的に

実施している。実施に当っては、当協会と学校との連携により当該年度の実習先を開拓

の後、県下の全工業高等学校建設関連学科の生徒を対象に協会ホームページ等によって

募集し、夏休み期間における連続した７日間において、一現場に 40 名の実習生があら

ゆる施工工程を班別に分かれて体験出来る実習を実施している。また、産・学連携によ

る実行委員会、指導チームを編成し、安全な実習に最大の配慮を払って実施することと

している。 

〇 取組によるメリット 

実習生にとっては、学校における学習に加えて生きた現場における現実・現物に触れ、

そして交流を図ることにより、ものづくりの喜び・働くことの尊さを通しての職業観の

育成に、また、建設業界にとっては、将来を担う人材確保･育成に大きなメリットがあ

る。 

〇 今後の予定・課題・問題点 

 現在の厳しい建設業界にあって、最大の課題は実習現場の確保である。各企業では若

い人材の確保･育成は重要であるが、現状では喫急な課題の認識が薄い状況である。 

２点目には、安全確保の問題であり、セミナー実施による工事の遅れに伴う損害賠償、

事故発生による指名停止の可能性等の懸念を如何に払拭し受入れるかが問題である。 

 しかし、建設業のイメージアップを図り社会貢献を果すため、過去１４年間において

事故なく実施してきている実績、また、中長期的な観点から建設業への入職対策が必要

であることから今後も継続して実施する。 

〇 取組主体・問い合わせ先 

社団法人 兵庫県建設業協会 労務課 

神戸市西区美賀多台１－１－２  ＴＥＬ ０７８－９９７－２３００ 

２－６ 建設サマーセミナー等の実施 
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〇 取組の背景 

当協会においては、平成３年２月に兵庫県若年協学校対策部会を設置し、高

校等が教育の一環として建設現場における実習を実施する場合に建設業界とし

て協力するため、また、建設業従事者の入職促進を図るため現場実習･見学会を

実施してきたところである。 

しかし、事業実施以来１３年余を経過した現在においては、インターンシッ

プ事業を取巻く環境が大きく変化していることから、同事業に関係する県行

政・教育機関・関係団体・受入企業の 4 者による意見交換を今後の同事業の総

合的な推進を図ることを目的に実施した。 

 

〇 取組の概要 

 

〇 取組によるメリット 

各関係機関･団体･企業等において直面している課題･問題点が一定整理され、

今後の継続的な実施に向けて、それぞれの立場からインターンシップ事業実施

についての環境づくり等の連携･協力体制が図られた。 

 

２－７ 教育委員会･県・受入企業・学校との意見交換等による連携

１）交換会構成員 

兵庫県教育委員会高校教育課・兵庫県県土整備部県土企画局契約･建設業室・兵

庫県産業労働部商工労働局能力開発課・兵庫県県土整備部まちづくり局営繕課・

県立東播工業高等学校・兵庫工業高等学校建築科・姫路建設専門学校建築学科

明石工業高校専門学校建築学科・(訓)近畿建設技能研修協会・(社)兵庫県建設業

協会・受入企業（３社） 

（２）議   事 

 各機関より下記の内容について現状等の説明を受けた後、意見交換を実施す

る。 

教育委員会・・・兵庫県におけるインターンシップ事業について 

まちづくり局・・兵庫県の公共建築工事発注予定及び工事内容について 

高等学校・・・・学校におけるインターンシップの課題及び効果について 

受入企業・・・・現場実習への生徒受入れに伴う課題･問題点について 

建設業協会・・・現在までのインターンシップ事業の実施状況について 

近畿研修協会・・建設業に係る訓練実施状況について 
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〇 今後の予定・課題・問題点 

教育委員会・・当該事業は双方にとってメリットのある事業でなければ、長

続きしないものであると考えており、このため、高校サイド

では、キャリア教育の視点に立った教育として実施すること

が目標である。 

 行政機関・・・公共工事発注機関として、工事発注契約時において現場実習

受入れの協力要請及び能力開発課において公共職業訓練施設

における現場実習受入れについて早急に検討する。 

 学校・・・・・通年型現場実習については、安全対策上のため学校の近隣現

場において実施を希望することから、実習場所の確保が課題

である。また、公共工事現場での受入れについて配慮を要望

する。 

 企業・・・・・実習生受入れの最大の問題点は事故防止であることから、社

内でのコンセンサスを緊密にし、生徒の作業ペースに合わせ

如何にして実施するかが課題である。また、実習が暑い時期

での実施のため、熱中症対策等の健康管理も大きな課題であ

る。 

 研修協会・・・建設業よりの訓練生の受入れが減少の一途であることから、

訓練ニーズにあった訓練科目の設定とともに、１７年度から

土木科の教諭及び高校生を対象とした体験学習を実施するべ

く検討中である。 

建設業協会・・・学校において現場実習への参加が学習単位取得として認めら

れたことまた、実習参加の希望者の増加等によって、年々イ

ンターンシップ事業実施の要望が高まっていることから、協

会における事業費負担の増加への対応が問題である。 

 

〇 取組主体・問い合わせ先 

 

 

 

 

 

 

 

社団法人 兵庫県建設業協会 労務課 

神戸市西区美賀多台１－１－２ ＴＥＬ ０７８－９９７－２３００ 
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２－８ 学校からの相談への対応（インターンシップ関連） 

 高校生の勤労体験実習の実習現場確保については、従来から一部の学校

からの相談に応じていたが、近年県教育庁の実施するインターンシップ事

業（勤労観の育成・進路意識の高揚～進路指導推進事業の一つ）の実習現

場の確保について援助している。人材協の目的とも一致する。 
 特に、学校教員は人事異動等で地域の企業、工事の現状等の把握が困難

である。 

・インターンシップ事業実施要領に基づき、学校（土木・建築科）におい

て実習実施計画（時期・日数・実習地域・業種・実習人員・必要企業数

等）を立て、その計画に沿って協会は該当支部と協議して受入可能企業

をリストアップし学校へ提供する。その際に安全対策等必要な助言を行

う。 
・企業との接触は、学校側が実施計画に基づく具体的な事項を携えて直接

行う。 
・実習業種は、土木、建築、造園、測量、設計のほか、国交省、市役所等

の現場事務所もある。 

・協会との連携があることから学校と企業の交渉が円滑に行われる。 
・必要に応じ専門工事業団体への取次ぎを行うなど選択肢を多くすること

ができる。 
・学校と企業が直接接触することにより、実習内容が充実するとともに、

その後の求人開拓等が有効に行われやすい。

 今後も学校からの要請に応ずる考えであるが、工事現場箇所減少等から

実現不可の場合が生ずる恐れがある。 
 また、特定の企業に依頼が集中することにもなりかねず、現場作業への

支障が懸念される。受入拒否にもなりかねない。

（社）島根県建設業協会 人材協担当者 
TEL ０８５２－２１－９００４ FAX ０８５２－３１－２１６６ 
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○ 取組の背景 

高校生のインターンシップは、平成 12 年度まで佐賀県建設業協会と県教育

庁学校教育課と連携をとりながら推進してきたが、平成 13 年 5 月県としてイ

ンターンシップの推進強化を図るために、佐賀県商工労働部（現農林水産商

工本部雇用対策課）の中に佐賀県インターンシップ推進協議会事務局が設置

された。県の組織には商工４団体が入っているので建設業者も入っているこ

とになるが、県建設業協会は直接組織に入っておらず、オブザーバーとして

参加している。 

○ 取組の概要 

佐賀県インターンシップ推進協議会の構成機関は、経営者協会、中小企業

団体中央会、商工会議所連合会、商工会連合会、県内大学、短大、専修学校、

高等学校等の教育関係機関、佐賀労働局、県教育庁学校教育課、県農林水産

商工本部雇用対策課などである。年 1 回の協議会の開催のほか、インターン

シップ促進のための施策として、①普及啓発用チラシの作成 ②受け入れ事

業所開拓のための事業所アンケート調査および受け入れ事業所リスト作成

③学生、生徒の損害賠償保険料負担への助成などを行っている。 

○ 取組によるメリット 

県が主体的に推進し、損害賠償保険料の負担などもありインターンシップ

の実施範囲も高校から大学まで幅広くなった。 

参加校 14 年度３１校３，７７３名が１６年度３５校４，５９４名に増加し

ている。 

○ 今後の予定・課題・問題点 

県建設業協会が佐賀県インターンシップ協議会の構成機関として直接入っ

ていないために、インターンシップの実施状況が分かりにくくなった。状況

把握のためにオブザーバーとして協議会に出席している。 

○ 取組主体・問い合わせ先 

（社）佐賀県建設業協会 常務理事 山崎剛太郎 

メールアドレス yama-go@sakenkyo.or.jp 

電話 （０９５２）２３－３１１７ 

FAX （０９５２）２４－９７５１ 

２－９ インターンシップ推進協議会における取り組み 
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○ 取組の背景 

 建設業界では、建設従事者の高齢化が進行する中で、若年者の入職促

進を図るために、建設現場見学会及び懇談会を実施し、建設業界への理

解を得、若年者の入職確保を図る。 

 

○ 取組の概要 

 学校の夏休みを利用して、バス 1台で、県下工業系高校（公立、私立）

14 校から、1名から 3名の教師が出席して実施する。工事現場の選定は、

国（国土交通省）、県、市へ依頼し、1箇所から 2箇所を選定する。 

現場見学では、工事の概要の説明を受け、その後工事現場の見学を行

う。 

 現場見学終了後、別会場で教師約 30 名、協会（労務安全委員、県建設

専門工事業団体協議会長）約 20 名が出席し、懇談会を開催する。 

 議題としては、協会側から建設業の現状説明、学校側から生徒の進路

の説明を行った後意見交換を行う。 

 見学会等の時間は、午後 1時から現場見学、3時 30 分まで、懇談会 

は現場見学会終了後から 5時まで開催する。 

 

○ 取組のメリット 

 工事概要の説明や工事現場を見学することにより、実際の仕事の内容

や作業環境を体験でき生徒指導に役立ち、懇談会では、建設業の現状に

ついて理解をしていただくことができる。 

 

○ 今後の予定・課題・問題点 

 今年度は 8月 23 日に実施。 

 若年者の入職・確保のため建設現場を見学し、理解をしてもらうのが

主目的であるが、業界の厳しい現状では新規採用が十分できない状況に

ある。しかし、学校側の建設現場に対する理解及び業界の厳しい現状並

びに厳しい業界への入職であることの理解をいただくうえでも、今後も

引続き実施したい。 

 

○ 取組主体・問い合せ先 

（社）熊本県建設業協会  

TEL ０９６－３６６－５１１１ 

 

２－１０ 工業系高等学校の先生方を対象とした現場見学会の実施 
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２－１１「社会に学ぶ１４歳の挑戦」事業の実施 

 急激な社会の変化を背景に中学生の教育において、人間関係の希薄化、生活体

験や社会体験、自然体験等の不足、家庭の教育力の低下等の課題への対応が求め

られている。 

 中学２年生が、連続５日間、地域の人々の指導・援助を受けながら、職場体験

活動やボランティア活動等に取り組む。生徒は、受入施設の関係者等による指導

ボランティアの指導のもと、４人程度の班単位で活動する。 

  生徒の興味・関心をもとに、地域や学校の実情に応じて活動場所を選定して実

施している。 

  ・参加生徒：県内公立中学校２年生全員 平成１６年度  ９，９１０人 

  ・受入事業所数：                   平成１６年度  ３，２４１事業所 

  ・活動場所：スーパーマーケット、コンビニエンスストア、飲食店、理・美容

院、工務店、自動車ディーラー、ガソリンスタンド、工場、農場、銀行、病

院、特別養護老人ホーム、幼稚園・保育所、新聞社、テレビ局、警察署、図

書館など 

「社会に学ぶ『１４歳の挑戦』推進委員会は各中学校区の教職員、保護者、地

域の様々な団体のリーダー、受入施設・企業の関係者などで組織 

学校が調査した生徒の希望等に基づき、活動時期、場所、内容等の選定や指導

ボランティアの確保に当たる。 

・生徒：自己存在感の高まり、地域の人々への感謝、認められることの喜び、 

        あいさつ、言葉遣いの大切さの自覚など 

・学校：家庭や地域と一体となった教育の推進 

・地域：子どもの教育における地域の役割の自覚 

・保護者：家庭内の会話による子ども理解の深まり 

 複数の学校が連携して事業所の確保や活動の時期を調整するなど、事業所側の

都合も十分に考慮した計画となるようにする。 

  事業の意義や成果を保護者や地域の人々に周知する活動を徹底し、地域の担い

手を地域が育てるという気運を高める。 

富山県教育委員会学校教育課 児童生徒育成係  
TEL ０７６－４４４－３４５２ 
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 若者のフリーターや離職率が増加する傾向にあり、その要因の一つとして、実

際の職業に対する体験に基づく理解の不足が指摘されている。インターンシップ

は職場体験によって、仕事の厳しさを知り、自己の在り方を見つめる と、学習

意欲を高めることなどをねらいとしている。このインターンシップの取組への協

力が必要である。  

（１）パンフレットの内容 

   ①インターンシップの意義、内容、実態 

   ②生徒の声や受入事業所側からの意見 

  ③受け入れ手順や保険の加入、Ｑ＆Ａ 

   ④経済団体や関係機関が研究協議・連絡調整などを通して共通理解と支

援を図る連絡協議会や実務担当者の推進委員会の紹介  

連絡協議会・・・経営者協会、経済同友会、中小企業団体中央会、商工会

議所連合会、商工会連合会、薬業連合会、漁業協同組合

連合会、建設業協会、労働局職業安定部職業安定課、県

関係課、各教育振興会 

推進委員会・・・各学校インターンシップ担当者 

（２）印刷・配布部数等 

   ５，０００部、受入企業開拓活動に利用、協力機関に配布   

 県内の公立高校では、年間約５，０００人の生徒が約７００事業所の協力のも

とインターンシップを体験させていただいている。職業意識や勤労観の育成、学

習意欲の喚起等大きな成果を上げている。 

  平成１６年度インターンシップ体験率４１．４％ 

推進委員会で、インターンシップを実施する上での諸問題（実施時期や人数、

受入先等）について検討し、連絡協議会で共通理解と支援を図っていく。 

  受け入れ先の開拓と受け入れ先と学校との調整が課題であり、趣旨の普及とイ

ンターンシップの拡大と充実を図っている。 

２－１２ パンフレット「高校生のインターンシップ」 

の作成と関係機関への配布 

富山県教育委員会 学校教育課 高等学校係 
TEL ０７６－４４４－３４５０ 
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２－１３ 建設業協会支部によるインターンシップ関係の窓口業務 

 平成１２年よりお世話になり今年で７年目。今年の様子から例年全員参

加から一部の生徒に代わる可能性も 
 
 
 

 インターンシップ実行委員会を作り年５回程度の打合せを行う。 
  
構成メンバー： 学校長・教頭・各科長・事務長・２年生担任 
例年は各科で取り組んできたが今年は全職員での取り組みになった。 

 
 

・貴重な就業体験ができる（アルバイトのようなものではなく、会社での）

・学習意欲の向上 
・職業の選択肢になる 

・対象が全員のため会社に迷惑がかかる。 
・現場のない企業がある。 

三重県立四日市中央工業高等学校 
土木科 川村  機械科 吉崎  ＴＥＬ ０５９３－２６－３１００ 
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２－１４ 県教育委員会との産学交流における取組 

 広島建設アカデミーでは、長年の教育訓練ノウハウを活かし、平成７年

度から県内工業高校建築科の２年生を対象とした就業体験（インターンシ

ップ）を当訓練校施設または、高校へ出向き実技訓練指導を行っている。

 
 

 現在は、工業高校の生徒を対象として行っているが、教育委員会事務局

からは、普通科高校の生徒にも建設業への入職を希望している生徒がいる

ので、就業体験（インターンシップ）の機会を求められている。 
 
 

 メリットとしては、特にないが、建築現場に高校生（１７歳）を入場さ

せて、実際の足場組み立て作業や鉄筋組み立て作業を行わせることは、労

働安全衛生法関係による高所作業の禁止や労働災害に対する元請側の理

解が得られないため、実現が不可能であり、このインターンシップを通し、

少しでも高校生たちに建設技能職に対する理解をしてもらい、我々建設専

門工事業界に入職をしてくることを願っている。 
 

課 題：年々若年者が、減少していく中、インターンシップを受けた生徒

たちのほとんどが、管理監督職を希望している。我々建設専門工

事業への入職希望生徒が減少傾向である。 
問題点：アカデミー運営自体の経営が緊迫している現在、インターンシッ

プに係る諸経費「指導員の人件費や訓練教材費等」の捻出が困難

な状況下で、今後もインターンシップを継続できるかが、不透明

である。 

職業訓練法人 広島建設アカデミー 事務局 
TEL ０８２－２４８－１８７７ FAX ０８２－２４８－１６４４ 


